
7−はびきの　2009.11.1−

－深めませんか・・・介護の絆－　羽曳野市家族介護者教室　参加者募集

【企画・申込先まで電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。
　在宅介護支援センターまほろば　：☎956-2287（※問合せのみ）
　在宅介護支援センター河原城苑　：☎938-3999（※問合せのみ）
　在宅介護支援センター羽曳野　　：☎958-9951（※問合せのみ）
　アンジュ在宅介護支援センター　：☎936-1212（※問合せのみ）
　グループホームくすのき苑　　　：☎957-6501

費　用】無料
【申込み】企画・申込先まで電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。

グループホーム華はびきの　：☎955-8800
グループホームすみれ　　　：☎937-8290
グループホームこころあい　：☎931-0075
グループホームぶどうの家　：☎950-0157
グループホーム西松庵　　　：☎953-1511
　　　　　　　　　　　【担当：高年介護課】

日　時 テーマ 場　所 講　師 企画・申込先
11／13（金）
13:30～15:00 高齢者虐待と権利擁護 介護老人保健施設まほろば まほろばスタッフ 在宅介護支援センター

まほろば（※申込不要）
11／13（金）
14:30～16:00 高齢者虐待～認知症高齢者の理解 丹比コミュニティセンター 河原城苑相談員　

小橋氏・田原氏
在宅介護支援センター
河原城苑（※申込不要）

11／13（金）
13:30～15:00 高齢者のお食事と食事介助について

東部コミュニティセンター
（石川プラザ）２階 管理栄養士　西田氏 在宅介護支援センター

羽曳野（※申込不要）
11／14（土）
14:00～15:30 老老介護と高齢者虐待について

特別養護老人ホームアン
ジュ３階地域交流スペース

アンジュ在宅ケアマネージャー
　中川和也氏・山本智子氏

アンジュ在宅介護支援
センター（※申込不要）

11/10（火）
13:30～15:00 認知症高齢者のご相談会

グループホームくすのき苑
地域交流室 くすのき苑相談員 グループホームくすの

き苑
11／20（金）
13:30～15:00

成年後見制度について～お金の管理に困
らないように～ 高年生きがいサロン２号館 行政書士　吉田憲生氏 グループホーム華はび

きの
11／24（火）
14:00～16:00

ベッド上での起き上がり介助からリフト
の活用まで 野々上公民館 ２級住環境コーディネーター福

祉用具選定士　伊藤史子氏 グループホームすみれ

11／27（金）
13:30～15:00

①認知症状の特徴　かかりやすい病気と
その対応
②参加者様と相談・話し合いの会

陵南の森総合センター
視聴覚室

グループホームこころあい看護
師　松本裕実子氏

グループホームこころ
あい

11／27（金）
13:30～15:00

事例を通して学ぶ～家族が頑張り過ぎる
ケース～ 駒ヶ谷西公民館 グループホームぶどうの家職員 グループホームぶどう

の家
11／29（日）
10:30～12:00

地域で認知症高齢者を見守るための食事・
体操・ゲームなど

西松庵たかわしデイサービ
ス

グループホーム西松庵栄養士職
員 グループホーム西松庵

介護保険　　住宅改修・福祉用具購入について

対象工事 内　　容

１、手すりの取り付け 転倒防止・安全確保のため室内外
に設置するもの

２、段差の解消 スロープの設置、敷居撤去、浴室
床のかさあげ等

３、滑りの防止のための床材変更 畳敷きから板製床材、ビニール系
床素材等への変更

４、引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸、折れ戸等への変
更

５、洋式便器への便器の取替え 水洗化・便座を暖房便座に変更等
は対象外

６、上記5項目に付帯して必要とな
　　る工事

下地補強・浴室・便器改修に伴う
給排水設備工事等

対象となる福祉用具 種　　類

１、腰掛便座 ポータブルトイレ、補高便座、立ち上が
り補助便座等

２、特殊尿器 尿が自動的に吸引でき、容易に操作でき
るもの

３、入浴補助用具 入浴用いす、浴槽内いす、入浴台、浴室
内すのこ等

４、簡易浴槽 容易に移動でき、取水・排水工事を伴わ
ないもの

５、移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

介護保険制度では、要支援・要介護の認定を受けられた方に対して、在宅での日常生活支援のために身体の状況に応じて必要な住宅改修・
福祉用具購入費の支給を行っています。

下記工事に対し、限度額 20 万円までが対象となり
ます。1 割の自己負担額が発生しますので、最高 18
万円までの支給となります。

対象となる福祉用具について毎年度 10 万円までが住宅改修 福祉用具購入
対象となります。1 割の自己負担額が発生しますので、最高 9 万円 
までの支給となります。※大阪府に特定福祉用具販売の登録をされ
ている業者で買われたものが対象となります。

<申請方法>      
『償還払い』、『受領委任払い』の 2 種類の申請方法があります。 
☆ 償還払いとは、被保険者の方が一旦費用全額をお支払いされ、
審査後被保険者の方に 9 割分が支給される方法です。全ての業者で
取扱が可能です。      
☆ 受領委任払いとは被保険者の方が利用者負担額相当である 1 割
分だけを業者に支払い、残りの 9 割分を市役所から直接業者に支給

する方法です。羽曳野市にて受領委任払いの登録をされている業者
が取扱いできます。認定を受けておられ、在宅で生活されている方
が対象になります。     
福祉用具購入の受領委任払いおよび住宅改修の償還払い・受領委任払
いは事前申請が必要です。納入および着工前に担当ケアマネージャー
の作成した理由書のほか、見積もり、図面、工事前の写真等の資料
を確認させて頂きます。     

高年介護課 介護保険担当 
℡ 958-1111 内線 1370

介護相談員は、定期的に介護サービスの施設などを訪ねて
利用者の「声」を聞き、さまざまな相談に対応してくれる
人です。事業所や行政とも連携のもと、問題解決やサービ
スの質向上のために「有償ボランティア」として 18 人の
方が活動されています。
相談員になられた方には、養成研修を受講していただき活
動に参加していただきます。

介護相談員を募集します！

　あたたかい心が通う介護のために、介護を必要とする方、
介護をする方、それを見守る地域の方などが、「介護」につい
て理解を深め、つながりあい、絆を深めていただく講座です。

　本講座は、市内の在宅介護支援センター・グループホーム事
業者の企画提案に基づき、市と事業者が協働で開催します。（今
年度は約 40 回行う予定。順次お知らせします。）

応�募方法：この事業に理解があり、相談員として活動が可
能な方。40 歳以上の羽曳野市民で市内在住の方。介護保
険事業所を有する法人に属していない方。
申�込方法：まずは高年介護課までお電話ください。後日、

応募申し込み用紙一式を送付致します。
申込〆切：11 月 27 日㈮ 17：00 まで
選考人数：若干名（選考にあたっては面接して決定します）
問合せ　：高年介護課　内線 1390　FAX 950-2536　　　
　　E-mail  kounenkaigo@city.habikino.osaka.jp


